
①調査員事務打合せ会
　に参加

②担当している地域の
　確認

③世帯などへ調査説明と
　調査書類の配布

④調査票の整理と提出

物価高による家計への負担が増加する中、低所得世帯に対し、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、
令和6年度の住民税非課税世帯に対して給付金を支給します。さらに住民税非課税世帯のうち、18歳以下の子が
いる世帯には子1人あたり2万円を追加給付します。
▼住民税非課税世帯
以下を全て満たす世帯の世帯主

・2024年12月13日時点で碧南市に住民登録がある
・世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である

1世帯あたり3万円
1月下旬発送予定の支給確認書を4月30日㈬までに返送

▼注意
対象の条件を満たしていても、住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯（例：夫婦とも世帯別
の息子から扶養されている、単身赴任中の人と離れて暮らしている家族など）は支給の対象となりません。

秘書課広報統計係　 95-9867

常任統計調査員・国勢調査調査員募集

給付金コールセンター 95-5131

市では統計調査の円滑な実施、統計調査員の親睦を深めるため、常任統計調査員会を組織しています。新たに常
任統計調査員として調査活動に従事していただける人を募集しています。また、2025年は国の最も重要な統計調
査である国勢調査を控えており、多くの調査員が必要です。国勢調査の調査員もあわせて募集しています。
以下の全てに該当する人

・4月1日時点で20歳以上
・選挙及び警察に直接関係がない
・個人情報保護の遵守など秘密を保持できる

▼調査員の仕事内容は大きく4つです

▼常任統計調査員
各種統計調査で説明会の出席、調査票の配布・回

収・審査・提出（調査期間は2か月程度／実働時間は
30～40時間程度／年1～2回）

1調査につき3～5万円程度
5人程度
履歴書（顔写真付）を直接

▼国勢調査調査員
説明会の出席、調査地区の地図の作成、調査票の

配布・回収・審査・提出
2025年8月下旬～10月下旬

1調査区（約50世帯）につき3～5万円程度（2
調査区以上の調査可）
340人程度
碧南市電子申請・届出システム

又は申込書（秘書課又はホームページで入手）を郵送
（〒447-8601松本町28）又は直接

住民税非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金
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